
国立大学法人京都大学災害補償規程 

平成１６年４月１日 

総長裁定制定 

（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人京都大学（以下「大学」という。）に勤務する教職員、特定

有期雇用教職員、支援職員、有期雇用教職員、時間雇用教職員及び招へい研究員（以下「教職

員等」という。）が業務上の災害（負傷、疾病又は死亡をいう。以下同じ。）若しくは通勤途

上における災害を被ったとき、労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）

及び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）に基づ

く補償又は保険給付のほかに、大学が行う補償（以下「法定外補償」という。）について定め

ることを目的とする。 

（平１７．７裁改） 

（平１８．４．１裁・平２６．３．２７裁・令４．３．２２裁・令７．３．２１裁・一

部改正） 

（法定外補償の内容） 

第２条 この規程により行う法定外補償の種類及び内容は、別紙のとおりとする。 

（業務上災害補償） 

第３条 大学は、教職員等が労災保険法上の業務上災害を被ったとき、当該教職員等又はその遺

族（大学の決定する遺族とする。）に対し前条に規定する法定外補償を行う。ただし、次の各

号に該当する身体障害に関しては、障害補償及び遺族補償を行わない。 

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事

変による身体障害 

(2) 地震、噴火、津波、風土病又は核燃料物質（その汚染物を含む。）による身体障害 

(3) 教職員等の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該教職員等

の身体障害 

(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転教職員等の身体障害 

（通勤災害補償） 

第４条 労災保険法上業務外とされた通勤途上における災害は、労災保険法上の通勤災害に該当

する場合に限り、前条の規定を準用し法定外補償を行う。 

（解釈上の疑義の取扱い） 

第５条 この規程に定める事項の実施につき疑義を生じたときは、労基法及び労災保険法の規定

及びその運用解釈による。 

附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年７月総長裁定） 

この規程は、平成１７年７月１５日から施行する。ただし、第１条の改正規定は、同年４月１

日から適用する。 

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 

附 則（令和７年３月総長裁定） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

別紙 

法定外補償の種類と内容 

１ 休業補償 

労災保険法上の通勤災害の療養のため、勤務することができず給与を受けない場合において

は、当該勤務できない日の第１日目から第３日目までに対し、労基法第７６条を準用して休業

補償を支給する。 

２ 休業特別支給金 

労災保険法上の業務上災害又は通勤災害の療養のため、勤務することができず給与を受けな

い場合においては、当該勤務できない日の第１日目から第３日目までに対し、労災保険法第２

９条及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則第３条を準用して休業特別支給金を支給する。 

３ 障害補償 



労災保険法上の業務上災害又は通勤災害が治癒した後身体に障害が存するときは、その障害

の程度に応じて、大学が加入している国立大学法人総合損害保険労働災害総合保険特約（以下

「労災保険特約」という。）における後遺障害に対する法定外補償保険金の額を、障害補償金

として支給する。 

４ 遺族補償 

労災保険法上の業務上災害又は通勤災害により死亡したときは、遺族に対し、労災保険特約

における死亡に対する法定外補償保険金の額を遺族補償金として支給する。ただし、障害補償

金の支給後再発のため死亡したときは、遺族補償金の額から支給済みの障害補償金の額を控除

した差額を支給する。 

（平１７．７裁改） 

（平２０．８．１裁・一部改正） 

 


